
か
ん
が
い
排
水
事
業
の
概
要

田
・
畑

(支
線
施
設
)

支
線
用
水
路

支
線
用
水
路

頭
首
工
（国

）

幹
線
用
水
路
（
国
）

(基
幹
的
施
設
)

幹
線
用
水
路

幹
線
排
水
路

支
線
排
水
路

田
・
畑

末
端
排
水
路

末
端
用
水
路

末
端
用
水
路

ダ
ム
（
国
）

(末
端
施
設
)

支
線
用
水
路
（
県
）

末
端
排
水
路
（市

町
村
等
）

末
端
用
水
路
（
市
町
村
等
）

排
水
機
場
（
国
）

【 水 路 の 補 修 】

土
地
改
良
区
に
よ
る
維
持
管
理

【 ポ ン プ の 補 修 】【 用 水 操 作 】

完 了 後

○
農
業
用
水
の
安
定
供
給
と
排
水
の
改
良
を
図
る
た
め
、
ダ
ム
・
堰
（
頭
首
工
）
・
用
排
水
路
・
用
排
水
機
場
を
整
備
。

○
こ
れ
ら
の
施
設
の
整
備
・
管
理
は
、
国
と
地
方
が
役
割
分
担
し
て
実
施
。
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○
国
営

土
地

改
良
事
業
の
開
始
手
続

申 請 人 （ 農 地 中 間 管 理 機 構 含 む ）

農 用 地 外 資 格 者 全 員 同 意

３ 分 の ２ 以 上 同 意 徴 集

一 定 地 域 の 決 定

計 画 概 要 等 公 告

公 告 ・ 計 画 概 要 縦 覧

8
5
①

8
5
⑤ で 準 用 す る ５ ⑥ ⑦

宅 地 等 に つ き 全 員 同 意

国 有 地 の 編 入 承 認

8
5
②

8
5
⑦

計 画 概 要 に つ き 協 議
意 見 の あ る 者計 画 概 要 に つ き

意 見 書 提 出

8
5
⑤ で 準 用 す る ５ ③

市 町 村 長

8
5
①
⑧
⑨

施 行 申 請

都 道 府 県 知 事

協 議

農 林 水 産 大 臣

進 達
8
6
②

予 定 管 理 者

都 道 府 県 知 事

申 請 人 へ 通 知

適 否 決 定

8
6
①

報 告 聴 取専 門 技 術 者

8
7 ② で 準 用 す る ８ ②

意
見
聴
取

8
7
⑧

計 画 決 定

8
7
①

8
7
④

非 農 用 地 取 込 み 基 準

計 画 書 に 非 農 用 地 区 域 を 明 示

8
7
②

計 画 書 公 告 縦 覧

8
7
⑤

審 査 請 求 ・ 受 理 裁 決

8
7
⑥ ⑧

計 画 確 定

着 工

8
7
⑨

8
5
⑥

8
7 ② で 準 用 す る ８ ②
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○
国

営
土

地
改

良
事

業
計
画
の
変
更
手
続

地 域 住 民 等 意 見 聴 取

協 議

8
8
①

8
8
⑥ で 準 用 す る ５ ⑥ ⑦

宅 地 等 に つ き 全 員 同 意

国 有 地 の 編 入 承 認

意 見 の あ る 者

都 道 府 県 知 事

専 門 技 術 者

農 林 水 産 大 臣

8
8
⑥ で 準 用 す る 8
7
の ２ ⑧ 8
8
⑥ で 準 用 す る 8
7
の ２ ⑨

8
8
④

協
議

市 町 村 長

8
8
⑤

8
8
④

予 定 管 理 者

計 画 概 要 等 公 告

8
8
①

３ 分 の ２ 以 上 同 意 徴 集

8
8
①

報 告 聴 取
8
8
⑥ で 準 用 す る ８ ②

計 画 決 定

計 画 書 公 告 縦 覧

審 査 請 求 ・ 受 理 裁 決報 告 聴 取

8
8
⑥ で 準 用 す る 8
7
⑧

8
8
①

8
8
⑥ で 準 用 す る 8
7
⑤

8
8
⑥ で 準 用 す る 8
7
⑥ ⑧

計 画 確 定

着 工
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建
設
業
許
可
等
に
係
る
経
由
事
務
に
つ
い
て

平
成
３
０
年
８
月
７
日

国
土
交
通
省
土
地
・
建
設
産
業
局
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重点番号45：建設業許可申請等に係る都道府県経由事務の見直し（国土交通省）



建
設
業
許
可
事
務
の
フ
ロ
ー
に
つ
い
て

① 申 請 書 ・ 確 認 書 類 提 出

③ 許 可 通 知

許
可
申
請
者

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

許
可
申
請
者

都
道
府
県
知
事

地
方
整
備
局
長
等

○
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
を
設
け
て
建
設
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

○
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
を
設
け
て
建
設
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

【
国
土
交
通
大
臣
許
可
の
場
合
】

【
都
道
府
県
知
事
許
可
の
場
合
】

④ 許 可 通 知

①
申
請
書
・
確
認
書
類
（
※
）

提
出 ②
申
請
書
進
達

(1
)必
要
書
類
の
確
認
、
(2
)収
入
印

紙
の
確
認
、
(3
)受
付
印
の
押
印

(1
)必
要
書
類
の
確
認
、
(2
)収
入
印

紙
の
確
認
、
(3
)受
付
印
の
押
印

②
審
査

③
審
査

（
※
）
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
、
直
接
地
方
整
備
局
等
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
地
方
整
備
局
等
も
存

在
。

1
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経
営
事
項
審
査
事
務
の
フ
ロ
ー
に
つ
い
て

① 経 営 状 況 分 析 の 申 請

経
営
事
項
審
査
の
申
請
者

経
営
事
項
審
査
の
申
請
者

都
道
府
県
知
事

地
方
整
備
局
長
等

○
公
共
工
事
を
発
注
者
か
ら
直
接
請
け
負
お
う
と
す
る
建
設
業
者
は
、
経
営
事
項
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
経
営
事
項
審
査
は
、
経
営
状
況
分
析
（
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
が
実
施
）
と
経
営
規
模
等
評
価
（
許
可
行
政
庁
が
実
施
）

か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
も
と
に
総
合
評
定
値
が
算
出
さ
れ
る
。

【
国
土
交
通
大
臣
許
可
の
場
合
】

【
都
道
府
県
知
事
許
可
の
場
合
】

登
録
経
営
状
況

分
析
機
関

（
全
国
に
1
1
機
関
）

② 結 果 の 通 知

③ 経 営 規 模 等 評 価 、 総 合 評 定 値 の

申 請 等 書 類 ・ 確 認 書 類 の 提 出

④ 結 果 の 通 知

① 経 営 状 況 分 析

の 申 請

登
録
経
営
状
況

分
析
機
関

（
全
国
に
1
1
機
関
）

② 結 果 の 通 知

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

(1
)必
要
書
類
の
確
認
、
(2
)収
入
印

紙
の
確
認
、
(3
)受
付
印
の
押
印

(1
)必
要
書
類
の
確
認
、
(2
)収
入
印

紙
の
確
認
、
(3
)受
付
印
の
押
印

④
申
請
等
書
類
の
進
達

③
経
営
規
模
等
評
価
、
総
合

評
定
値
の
申
請
等
書
類
・

確
認
書
類
（
※
）
の
提
出

⑤ 結 果 の 通 知

（
※
）
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
、
直
接
地
方
整
備
局

等
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
地
方
整
備
局
等

も
存
在
。

2
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都
道
府
県
経
由
事
務
に
関
す
る
提
案
に
対
す
る
考
え
方

〇
建
設
業
法
（
昭
２
４
法
１
０
０
）

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
建
設
業
の
国
土
交
通
大
臣
に
対
す
る
許
可
申
請
等
に
係
る
都
道
府
県
経

由
事
務
（
４
４
条
の
４
）
に
つ
い
て
は
、
廃
止
す
る
方
向
で
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
の
意
見
を
聞
き
つ
つ
、
申

請
手
続
の
電
子
化
に
関
す
る
検
討
と
併
せ
て
検
討
し
、
平
成
３
０
年
中
を
目
途
に
結
論
を
得
る
。
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

平
成

29
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
（
平
成

29
年

12
月

26
日
閣
議
決
定
）

○
申
請
書
類
に
つ
い
て
は
、
不
備
が
あ
っ
た
場
合
の
手
戻
り
を
防
ぎ
、
審
査
を
効
率
化
す
る
等
の
観
点
か

ら
、
郵
送
で
は
な
く
対
面
で
の
提
出
を
求
め
て
い
る
場
合
が
多
い
（
郵
送
で
の
提
出
を
認
め
て
い
る
都
道
府

県
に
お
い
て
も
、
実
態
と
し
て
、
対
面
で
の
窓
口
申
請
を
基
本
と
す
る
ケ
ー
ス
が
相
当
数
あ
る
）
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
経
由
事
務
を
廃
止
し
た
場
合
、
地
方
整
備
局
の
近
辺
に
所
在
す
る
者
を
除
く
大

半
の
申
請
者
に
と
っ
て
は
、
従
来
よ
り
も
申
請
負
担
が
増
大
し
、
む
し
ろ
申
請
利
便
が
低
下
す
る
お
そ
れ
。

○
一
方
で
、
建
設
業
の
働
き
方
改
革
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
書
類
の
簡
素
化
、
将
来
的
な
電
子
申
請
化
を

図
る
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
方
向
性
が
定
ま
っ
た
段
階
で
あ
れ
ば
、
経
由
事
務
を
廃
止

す
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

国
土
交
通
省
の
基
本
的
な
考
え
方

現
在
、
地
方
公
共
団
体
お
よ
び
建
設
業
者
に
対
し
、
都
道
府
県
経
由
事
務
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
中

3
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建
設
業
許
可
申
請
等
に
係
る
経
由
事
務
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て

「
平
成
２
９
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
」
（
平
成
２
９
年
１
２
月
２
６
日
閣
議
決
定
）
を
受
け
、
地
方
公
共

団
体
お
よ
び
建
設
業
者
に
都
道
府
県
経
由
事
務
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
地
方
分
権
改
革
推
進
室
と
連
名
で
発
出
。

○
ア
ン
ケ
ー
ト
対
象

・
都
道
府
県
（
４
７
）

・
建
設
業
者
（
大
臣
許
可
業
者
の
み
）

○
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
（
カ
ッ
コ
内
は
選
択
肢
）

・
都
道
府
県
あ
て

①
経
由
事
務
の
処
理
に
必
要
な
体
制
と
形
式
審
査
の
内
容
（
対
応
人
数
、
必
要
書
類
の
有
無
、
収
入
印
紙
の
有
無
、
受
付
印
、
等
の
確
認
）

②
形
式
審
査
の
結
果
、
申
請
者
に
対
し
て
補
正
を
求
め
る
場
合
の
対
応
（
補
正
件
数
、
１
件
あ
た
り
の
所
要
時
間
）

③
経
由
事
務
に
つ
い
て
負
担
感
（
大
い
に
負
担
と
な
っ
て
い
る
、
負
担
と
な
っ
て
い
る
、
負
担
と
な
っ
て
い
な
い
）

④
経
由
事
務
に
対
す
る
意
見
・
要
望
（
現
行
の
ま
ま
で
よ
い
、
直
接
地
方
整
備
局
あ
て
の
提
出
が
よ
い
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
）

⑤
④
の
理
由
（
自
由
記
述
）

・
建
設
業
者
あ
て

①
経
由
事
務
に
対
す
る
意
見
・
要
望
（
現
行
の
ま
ま
で
よ
い
（
窓
口
又
は
郵
送
）
、
直
接
地
方
整
備
局
あ
て
の
提
出
（
郵
送
）
が
よ
い
、
ど
ち
ら
で
も

よ
い
）

②
①
の
理
由
（
自
由
記
述
）

③
直
接
地
方
整
備
局
あ
て
の
提
出
と
し
た
場
合
の
課
題
（
自
由
記
述
）

○
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

７
月
下
旬

ア
ン
ケ
ー
ト
発
出

（
都
道
府
県
宛
：
２
０
日
、
建
設
業
者
宛
：
２
３
日
）

８
月
２
４
日
ア
ン
ケ
ー
ト
〆
切

９
月
中
旬

最
終
集
計

平
成
３
０
年
中
目
途
経
由
事
務
の
廃
止
の
可
否

に
つ
い
て
結
論

4
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